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◎ 熱中症が発生した場合の対応について 

  ・ 一般的対応は傷病時の対応に準ずる。 

発見者 → 付近にいる教職員に通報・応急手当 → 管理職、担任、養護教諭に通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症とは、暑熱環境下で起こる身体の適応障害の総称です。熱中症を引き起こす条件は、「環境（気温が

高い、湿度が高い、急に暑くなったなど）」と「からだ（寝不足、肥満傾向、脱水状態など」と「行動（激しい運動、

慣れない活動、水分補給ができないなど）」によるものが考えられます。 

熱中症は予防できるものであるため、環境はもちろん児童の心身の体調や疲労の度合いにも十分な注意が

必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 熱中症予防運動指針について 

・ 暑さ指数（ＷＢＧＴ） → ８時、９時５０分、１２時に測定 

    職員室後方の黒板に掲示してあるものを確認 → 危険の場合は放送にて周知 

  ・ 熱中症計を校庭・体育館・プールの３カ所に設置 

→ 体育の途中でも危険となった場合はすぐに中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


